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企業倫理体制と社内外とのコミニュケーションへの取り組み状況
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（１）

リコール問題

ＤＣ社との提携

社会情勢の変化
　・環境重視
　・価値観の変化
　・国際化

　　事業構造　　企業文化

・お客様の満足を得をられる
　商品，品質，サービスの提供
・コンプライアンスの徹底と
　　　　社会への貢献
・社員の活性化品質

改善

改　革　検　討

・お客様と遵法を機軸
　とした行動
・トップマネージメント強化
・風土改革，意識改革
・情報，コミニュケーション
　の活性化

課　題 改　　革

・品質問題対策委員会
・ＣＣＴチーム
　他・・・・・・・・

改　善　実　行
・企業倫理の徹底
・品質管理体制の強化

・社内外コミニュケーションの改善と活性化

企業
文化

00/11　中堅社員　（１１チーム）

　

経営，人事，～開発，生産，販売
～お客様意識まであらゆる面を
全社，関連会社について調査，
ヒアリングを実施

開発，生産～出荷，情報等の
プロセス，管理体制又社員意識
について調査，社外有識者からの
指摘を受ける

・品質管理強化組織の構築，増強
・トップによる決定
・品質監査体制の透明化，強化
・市場情報管理改善
・開発～生産品質チェックシステム導入
・遵法，意識改革

改善
提案

問題点
の抽出

２６項目の
処方箋と
４９の
改善策

国民生活審議会消費者政策部会ヒアリング資料

企業文化の改革 品質・管理体制の改革



２．企業倫理体制と取り組み状況

… 企業倫理関連職制

　Ｃ　Ｆ　Ｏ コントロール部門

財 務 部 門

ＩＲ室

監 監 ④ 幹
査 査 部 経 営 戦 略 本 部
役 役 コーポレート 会
会 ガバナンス

チーム Ｍ＆Ａ資産管理本部

内部監査チーム
④

コミュニケーション本部

広　報　部
株 取 取 Ｃ 取
主 締 締 Ｂ 締 Ｃ ③ お客様関連部
総 役 役 Ｅ 役 Ｅ
会 会 会 Ｏ 社 Ｏ 社内ﾈｯﾄｺﾐｭﾆｹ-ｼｮﾝ部

長 長

人事・組織本部

法務部 渉外審理室
①
人　事　部

社員相談室
④

グローバルＩＴ本部

乗用車商品 〔乗用車〕
事業統括 商品企画・ﾃﾞｻﾞｲﾝ・開発

購買・物流部門

グローバル 〔乗用車〕
生産統括本部 生産部門・製作所

乗用車海外販売 〔乗用車〕
事業統括 海外販売部門

　①

乗用車国内 〔乗用車〕
営業統括本部 国内営業部門

②
品 質 保 証 本 部

三菱ふそう 〔トラック・バス〕
トラック･バス 企画・管理・品質保証
カンパニー 購買・開発・生産・販売
　　（COO) 海外販売部門

（２）

２ー（１）三菱自動車工業（株）組織概要
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【旧体制】
　〔体制整備の状況〕
　00/9月、社外有識者を含む「品質諮問委員会」を設置。
　品質問題対策委員会での改善策を諮問委員会に諮り、
　次の体制整備を行った。

　　　検討結果報告 監査報告

　(1)00/11月、品質保証本部を設置
品 品 環 知 　　・技術管理・環境部門を分離し、品質保証業務に専念する体制
質 質 境 的
保 監 技 財 　(2)品質監査体制の強化
証 理 術 産 　　①00/11月、品質監査委員会を設置(02/6月 幹部会に統合）
部 部 部 部 　　②リコール監査会の強化

　　　・品質部門から独立。中立的なﾒﾝﾊﾞｰで構成し、開催数を増加
      ・監査結果を幹部会に報告
（経営トップおよび品質部門以外の幹部の関与）

〔ﾒﾝﾊﾞｰ〕品質関連部各部長 　　③品質対策会議および市場措置検討会の主催者を部長
〔開　催〕１０回/年程度 　　 　から本部長にランクアップ

ﾘｺｰﾙ上程

　(3)開発～生産工程における品質管理の強化
　　　　　　リコール監査会 　　①00/12月、品質管理システム「ｸｵﾘﾃｨｰ・ﾁｪｯｸ・ｹﾞｰﾄ」を

〔ﾒﾝﾊﾞｰ〕品質関連部各部長 　　　　〔ﾒﾝﾊﾞｰ〕品質部門各部長 　　 　新規導入
〔開　催〕必要の都度 監査 〔開　催〕２回/年 　　②00/11月、同システムの各ゲートで保安品質が確保さ

　　 　れているかを監査するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰを設置

【現体制】

〔ﾒﾝﾊﾞｰ〕社長・執行役員 　　監査報告 　ﾁｪｯｸｹﾞｰﾄ通過の
　審議・承認

　ﾘｺｰﾙ上程

市場措置検討会
（旧ﾘｺｰﾙ等検討会） 監査 〔ﾒﾝﾊﾞｰ〕客関部・法務・広報

　　　　   購買・ｱﾌﾀｰｾｰﾙｽ部長

品 品 品 市 　ﾘｺｰﾙ上程 〔開　催〕４回/年

質 質 質 場 品質対策会議

企 監 調 品 （旧ｸﾚｰﾑ対策会議） 監査

画 査 査 質
部 部 部 部

     保安品質の監査

・市場での品質目標をｺﾝｾﾌﾟﾄから開発・生産に至る工程
  に達成レベルをチェックするゲートを設け、経営幹部の
  監査・承認を受けながらプロジェクトを推進する。

（３）

品質保証本部

クレーム対策会議

リコール等検討会

リコール監査会

幹部会（EC会議）

（リコール実施の決定）

社　長

２－（２）品質管理体制強化状況

社　長

品質・技術本部

保安品質監査ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ

クオリティー・チェック・ゲートシステム

〔開発・生産部門〕



【旧体制】

ＣＢＥＯ 〔体制整備の状況〕
  (1)97/11月、企業倫理担当役員（CBEO)を選任
  (2)98/1月、企業倫理委員会を設置
  (3)98/8月、企業倫理委員会審査部会を設置

　　　（※1） ＊メンバー   (4)99/3月、企業倫理行動基準を制定
　　　企業倫理問題の発生予防 社長・副社長

　　　発生後の対策審議・決定 管理部門各部長

本部各副本部長   (1)01/8月、企業倫理委員会を改組
製作所各副所長   (2)01/10月、企業倫理行動基準を改訂
（委員数26名） 　　 ・お客様、社会との良好なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ、情報開示

　　 　社会人マナーの遵守等の項目を追加改訂

  (3)01/12月、全社各部門にｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰを選任
　   (※2)

　   発生した重要な倫理問題の調査

【現体制】 01年８月～

ＣＢＥＯ ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ制の運営に関するCBEO補佐

企業倫理委員会（※1） ＊メンバー
　　　（※1） 委員　ＣＢＥＯ（会長）
　　　企業倫理実践の方針・施策 　　　　社長
　　　の承認・決定 　　　　トバＣｏ．社長 　　

　　　　経営戦略部門長　
　　　　人事・組織本部長 
　　　  ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽｵﾌｨｻｰ

　　　調査小委員会（※3） 　　　　　　　　　コンプライアンス　　
　(※3) （※2) 　　　　　　　　　　　オフィサー
　発生した重要な倫理問題 　①企業倫理実践方針・施策の検討
  の調査および対策検討 　　 委員会審議・報告事項決定

　②方針・施策の具体的推進策の検討・決定

　　　　　　　企業倫理委員会事務局（渉外審理室・人事部）
　　　　　　　方針・施策 　　　　支援 　　　　ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ制の
　　　　　　　情報提供 　　　　運営に関する支援

委員会関係 倫理問題 制度運営

　　 議題提出 　　　　　 情報提供 　　　　　　相談
　　　　　 相談

コ　ー　ド　リ　ー　ダ　ー

（４）

実践・推進小委員会（※2）

企業倫理委員会（※1）

審 査 部 会（※2）

２－（３）企業倫理推進体制



　企業倫理問題（展開予定）

※

セクハラ相談

企業倫理相談

個 あ

人 ら

的 ゆ

悩 る

み 相

・ 談

相

談

※【社員相談室・カウンセリングコーナーの状況】

設置時期 ・００年９月 設置時期 ・０1年７月
対　応 ・社員相談室員（CBEO直轄） 対　応 ・外部産業カウンセラー
対　象 ・三菱自動車及び関連会社社員 対　象 ・三菱自動車及び関連会社社員

　（実名、匿名を問わない） 　（ｶｳﾝｾﾗｰと面談できることが条件）

内　容 ・業務上の悩み、ｾｸﾊﾗ・人権問題 内　容 ・業務上に限定せず、あらゆる相談
・処遇不満、職場環境問題等 　（特に相談情報の守秘を要する相談）

・法令違反、会社規則違反行為 方　法 ・面談を原則
方　法 ・ﾒｰﾙ、文書、電話、面談等 相談数 ・延べ６６名（01/7月～02/9月）
件　数 ・１７５件（00/9月～02/9月）
＊ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽに関る問題は経営トップに事実関係を報告 ＊相談の守秘から相談内容に会社は関与しないが、会社
　 し、対策の実施を関係部門に提言・ﾌｫﾛｰする 　 の危機管理に関る相談は社員相談室に連絡する

（５）

部門長

Ｃ　Ｅ　Ｏ

コミュニケ－ション本部

社員相談室

社　内　情　報

企業倫理委員会事務局

内部監査チーム

人　事　部 法務部渉外審理室

ｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ
(企業倫理担当）

人事・組織本部

カウンセリング

２－（４）　企業倫理情報収集状況

カウンセリングコーナー社員相談室

顧客情報その他情報

社　外　情　報

お客様関連部

ＣＢＥＯ

M&A資産管理本部

コーナー



３．コミニュケーションの活性化推進状況

お客様と遵法を コミニュニケーション・ 　　　　　企業文化の変革
機軸とした行動 情報提供・入手の活性化

・お客様相談室強化　
・クオリティアドバイザー体制増強
・コミニュニケーション本部設置　・・・０１／６
　各職場の担当者選任　・・・０１／９
・社内ネットコミュニケーション部設置 　・・・・０２／６

・社長宛ｅーｍａｉｌ　　・・・・’００／１１～
・ＣＥＯ，ＣＯＯ，役員等による直接対話　・・・・０１／１～
　　・ロードショウ
　　・対話集会
　　・イブニングトーク

・ネットコミュニケーションの充実　（添付：イントラＨＰ　）
・コミコミクラブ（２ウエイコミニュケーション）・・・・０１／１２～

・トップ宛への相談，苦情は全て報告
・相談，苦情状況はトップ及び全部門に報告
・「お客様の声」を聞いて意見交換するセミナー開催
・マネージャー教育の一環として一定期間窓口業務を経験
・ＣＳＩ調査

・不具合情報の開示　　・・・００／７～
・よくある問い合わせ情報公開　・・・０１／４～
・eーメールによる問い合わせ窓口の設置　・・・０１／１０～

対話集会 　　　　コミコミクラブ

（６）

・活性化
・情報の共有化，浸透化

組織，体制の構築

トップマネージメン
　　の発揮

お客様情報の浸透と
お客様指向の醸成

Ｗｅｂによるお客様への
情報発信

実　行　具　体　策狙　　い



４．課題と今後の検討推進策

１．課題（今までの取り組みで更に感じていること）

基本は，トップ，役員が認識し関与していること
経営ビジョンとして明示され，具体的に施策が展開されてることが必要
　　社員が常に意識し，共通の認識を持つ

・徹底実行は，マネージメントでなされる
・委員会，規則等は責任と権限が明確であり，常に機能しなくてはならない
　　権限委譲，国際化等によりリスクは広がっていく。
　　これを回避するためにも組織，制度を設けるが，問題は日常，実務で発生する
　　言い換えれば，委員会，規範，制度を構築し統制し警告しても徹底は出来ない

ウオッチ，チェック，改善が日常的になされてることが必要

コミュニケーションが社全体で闊達に行われていること
　　オープンで透明性ある企業文化形成されていることが必要
　　　　失敗や問題点が言える文化

２．今後の推進事項（検討中）

（１）マネージメント，日常での徹底

ａ．オープンで何でも物が言える，聞く，企業文化作りの推進
・更なるコミニュケーションの闊達化
・コードリーダーの活用

ｂ．マネージメント力の向上教育
・耳を傾ける力，客観的に思考，判断出来る力の育成
・階層，開催頻度の拡大

ｃ．日常意識向上，自己啓発
・ｅ－ラーニング
・イントラ活用

（２）体制，制度の見直し強化

ａ．委員会組織の機能，陣容見直し

ｂ．倫理ブックの見直し

ｃ．情報報告ルートの整備及び制度の見直し検討

ｄ．内部監視システムの構築とチェック・改善システムの定例化推進

ｅ．処罰基準，審議機関の見直し検討

ｆ．ユーザー情報の社内徹底，共有化の更なる推進

3．自主行動基準の指針・・・中間報告について

自工会にて検討中

（７）

ＰＬＡＮ

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ

更に


